
TAX INFORMATION税のお知らせ

　
自
動
車
は
も
ち
ろ
ん
、バ
イ
ク
、原
動
機
付

自
転
車
の
所
有
者
は
、自
賠
責
保
険（
自
動
車

損
害
賠
償
責
任
保
険・共
済
）へ
の
加
入
が
義

務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。未
加
入
者
の
運
行
は
、

１
年
以
下
の
懲
役
、ま
た
は
５０
万
円
以
下
の
罰

金
、さ
ら
に
違
反
点
数
は
６
点
で
、即
免
許
停

止
処
分
と
な
り
ま
す
。

　
自
賠
責
保
険
の
期
限
が
切
れ
て
い
な
い
か
、

ま
た
、未
加
入
で
は
な
い
か
確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

　
加
入
手
続
き
は
、

市
内
の
車
両
販
売

店
な
ど
で
取
り
扱
っ

て
い
ま
す
。

■税務課（内線１１7）

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
れ
ば
減
免
対
象
と
な

り
ま
す
。

１ 

障
害
者
の
通
学
、通
院
、通
所
ま
た
は
仕
事

の
た
め
に
使
用
す
る
車
で
、次
の
①
〜
③
に

該
当
す
る
も
の
。た
だ
し
、普
通
車
を
含
め
１

台
に
限
り
ま
す
。

　
自
動
車
税
の
納
付
書
は
５
月
上
旬
に
送
付

さ
れ
ま
す
。お
近
く
の
金
融
機
関
や
コ
ン
ビ
ニエ

ン
ス
ス
ト
ア
で
忘
れ
ず
に
納
付
し
ま
し
ょ
う
。

●
納
付
期
限
　
５
月
31
日
㈬

　
　
　
　
■
県
央
振
興
局 

☎
㉒
０
５
０
８

　
軽
自
動
車
税
は
、市
役
所
、各
住
民
セ
ン

タ
ー
、金
融
機
関
の
ほ
か
コ
ン
ビ
ニエ
ン
ス
ス
ト
ア

で
も
納
付
で
き
ま
す
。納
税
通
知
書
は
、５
月

上
旬
に
送
付
し
ま
す
の
で
、忘
れ
ず
に
納
付
し

ま
し
ょ
う
。

※

取
り
扱
い
で
き
る
コ
ン
ビ
ニエ
ン
ス
ス
ト
ア
は
、

納
税
通
知
書
の
裏
面
に
記
載
し
て
い
ま
す
。

※

店
舗
に
よ
っ
て
は
、取
り
扱
っ
て
い
な
い
場
合

や
、手
数
料
が
か
か
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

※

所
有
者
が
亡
く
な
っ
た
場
合
は
、名
義
変
更

な
ど
の
手
続
き
を
行
って
く
だ
さ
い
。

●
納
付
期
限
　
５
月
31
日
㈬

①
障
害
者
手
帳
な
ど
を
お
持
ち
の
人
で
、歩

く
こ
と
が
困
難
な
人
が
所
有
す
る
軽
自
動

車
な
ど

②
障
害
者
手
帳
な
ど
を
お
持
ち
の
人
と
生
計
が

同
じ
人
が
所
有
す
る
軽
自
動
車
な
ど

③
障
害
者
手
帳
な
ど
を
お
持
ち
の
人
の
み
の
世

帯
の
人
を
常
時
介
護
す
る
人
が
運
転
す
る

軽
自
動
車
な
ど

※

手
帳
の
等
級
や
障
害
の
程
度
に
よ
って
は
、減

免
を
受
け
ら
れ
な
い
場
合
が
あ
り
ま
す
。

２ 

車
両
の
構
造
が
障
害
者
用
の
軽
自
動
車

な
ど

３ 

電
気
を
動
力
源
と
す
る
軽
自
動
車

●
申
請
方
法

　
税
務
課
市
民
税
グ
ル
ー
プ
に
、次
の
書
類
を

添
え
て
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。

①
軽
自
動
車
税
納
税
通
知
書
②
身
体
障

害
者
手
帳（
戦
傷
病
者
手
帳
）、療
育
手

帳
ま
た
は
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳

③
運
転
免
許
証 

④
車
検
証
⑤
印
か
ん
⑥

そ
の
ほ
か
、状
況
に
よ
っ
て
必
要
な
書
類
が

あ
り
ま
す
。

●
申
請
期
限
　
５
月
24
日
㈬

　※

申
請
期
限
を
過
ぎ
る
と
減
免
で
き
ま
せ
ん
。

　※

普
通
自
動
車
の
減
免
手
続
き
は
、県
央
振

　
興
局
で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

軽
自
動
車
税
の
納
期
限
は

５
月
31
日
㈬
で
す

入
っ
て
い
ま
す
か
？

自
賠
責
保
険

軽
自
動
車
税
の
減
免
申
請

は
早
め
に
済
ま
せ
ま
し
ょ
う

班と　き ところ

1

2

3

4

1

2

3

4

5月11日㈭

12日㈮

❶報告・質疑応答
市政について最新の情報をお伝えします。
❷意見交換
市の課題などについて市民の皆さまのご意見を
お伺いします。
❸フリートーク
ご意見・ご要望などをお聞きし、今後の議会活
動に役立てます。

内容 とき・ところ

市議会議員が４班に分かれ、市内８地区で
開催する議会報告会です。市政の課題や議会
の活動状況などを報告するとともに、皆さまから
のご意見・ご要望をお聞きします。どなたでも参
加いただけます。お気軽に足をお運びください！

■市議会事務局 ☎52３８２８

開始時間  いずれも午後7時

臨 時 号

語ってみゅ～か

廣瀬・村上（信）・田中（博）・北村・岩永・永尾各議員
水上・宮田・城・大崎・山口・古閑森各議員
朝長・三浦・神近・小林・村崎・伊川各議員
中瀬・山北・野島・井上・田中（秀）各議員　　　

１班

２班

３班

４班

班の構成

とは？

竹松住民センター

市 コ ミ セ ン

鈴田住民センター

三浦　　〃　　　

萱瀬　　〃　　　

松原　　〃　　　

福重　　〃　　　

中 地 区 公 民 館

第18回
 市民と議会のつどい

12㊎日11㊍日・
5月

市議会
だより

第18回 市民と議会のつどい

語ってみゅ～か語ってみゅ～か

自
動
車
税（
県
税
）の
納
期
限

は
５
月
31
日
㈬
で
す

あなたの　　　　　を明日の大村に声
？
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